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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年２月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈                                

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２５年６月８日（土） ０６時３５分ごろ 

発生場所 宮崎県宮崎市宮崎港  

 宮崎港北防波堤灯台から真方位２０１°３,０５０ｍ付近 

 （概位 北緯３１°５３.６′ 東経１３１°２７.８′） 

事故調査の経過  平成２５年６月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 海遊
かいゆう

、５トン未満 

 ２９５－３７８３３宮崎、個人所有 

 ７.５８ｍ×２.５６ｍ×１.１７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７７.２３kＷ、平成８年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１２年８月２５日 

  免許証交付日 平成２４年１２月５日 

         （平成２９年１２月４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、平成２５年６

月８日０６時３０分ごろ、釣りを行うため、宮崎港内の係留地を出港

し、船長が、船体中央部に設けられた操縦席に腰を掛け、魚群探知機

が組み込まれたＧＰＳプロッターを作動させ、同乗者が船長の左横に

立って見張りの補助を行い、手動操舵によって航行した。 

船長は、本船の出港場所付近からＦＲＰ製の漁船（総トン数３.８

トン）（以下「Ａ船」という。）が出港したので、同船の後方を同じ進

路で航行することとし、宮崎港の大淀川河口付近に設けられ、水路幅

が約１３０ｍの北側の北導流堤と南側の中導流堤に囲まれた水路を東

進した。 

船長は、入手した気象情報では、波の高さが１.０～１.５ｍであ

り、Ａ船が無事に大淀川河口を通過したので、本船も無事に通過でき

ると思い、約１０ノットの対地速力で航行するＡ船よりも遅い速力で
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航行を続けた。 

本船は、Ａ船が大淀川河口を通過した頃からうねりなどの波を船首

から受け、船首部が海中に突っ込み、海水が船内に入り、船長が３回

目の波を受ける直前に同波を避けようとして左舵を取り、速力を落と

したとき、０６時３５分ごろ、大淀川河口から約２５０ｍ西方（上

流）において、波を右舷側から受けて左舷側に傾斜して転覆し、その

約１時間後に沈没した。 

船長は、転覆した本船の水面下からハンドレールをつかんで海面に

浮上し、海中に投げ出された同乗者と共にプロペラにつかまっていた

が、本船が沈み始めたので、付近に浮遊する本船に積載されていたク

ーラーボックスにつかまり、同乗者は木製椅子につかまった。 

Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）は、大淀川河口付近を通過

するときには、前方から来るうねりなどの波に注意が向いており、Ａ

船の後方を本船が航行していることに気付かなかったが、大淀川河口

沖の漁場において、漁具を投入して河口付近を見たとき、本船が転覆

していることを認めたので、急いで救助に向かった。 

船長Ａは、船長及び同乗者をＡ船に救助し、北側の宮崎港北防波堤

を通過して本船の出港場所に戻った。 

 海上保安庁、警察署及び消防署への事故の通報や救急車の手配は、

河口付近の様子を見ていた目撃者が行った。 

（付図１ 事故発生場所概略図１、付図２ 事故発生場所概略図２ 

参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.５～３.０ｍ、潮汐 下げ潮の初期、海面水温 約

２４℃ 

 その他の事項  船長は、当初、６月９日（日）に出港する予定であったが、台風第

３号（６月７日０３時ごろ熱帯低気圧として発生し、８日２１時ごろ

台風となった。）の影響を考慮し、予定を変更して本事故当日に出港

した。 

 船長は、出港前にテレビ及びインターネットにより、波高が１.０

～１.５ｍであるとの情報を入手していた。 

 大淀川河口付近は、東方からのうねりや風などで波が大きくなり、

本事故発生場所付近は、同河口から約２５０ｍ上流であり、海図Ｗ１

２７２によれば、導流堤に寄った場所では、水深約１ｍの浅所とな

り、水深が急に浅くなっている。 

 船長は、操縦席に座って操船する場合、眼高は約１.５ｍであった

が、本事故当時、眼高よりも高い波があった。 

船長が着用していた救命胴衣は、自動膨張タイプのものであった

が、本事故当時、自動的に膨張せず、船長が手動レバーを引いても、

膨張しなかった。 
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 同乗者が着用していた救命胴衣は、小型船舶用救命胴衣であった。 

 船長が所持していた携帯電話は、防水機能を有していたが、本事故

発生後、船長は発信しようとしたが、発信できなかった。 

電話会社では、防水機能がある携帯電話の利用者に対し、海水をか

けたり漬けたりすることは厳禁であり、海水の中では使用できないと

周知していた。 

 同乗者はスマートフォンを所持しており、本事故当時ラップで包ん

でいたが、使用できなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、宮崎港の大淀川河口付近を河口に向けて東進中、船長が、

気象情報で波高が約１.０～１.５ｍであることを知っていたが、本船

の船首方を航行するＡ船が無事に河口を通過したので、本船も通過で

きると思い、航行したところ、船首方向からうねりなどの波を受け、

同波を避けようとして左舵を取ったことから、右舷側から波を受けて

左舷側に傾斜し、転覆したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、宮崎港の大淀川河口付近を河口に向けて東進

中、船長が、気象情報で波高が約１.０～１.５ｍであることを知って

いたが、本船の船首方を航行するＡ船が無事に河口を通過したので、

本船も通過できると思い、航行したところ、船首方向からうねりなど

の波を受け、同波を避けようとして左舵を取ったため、右舷側から波

を受けて左舷側に傾斜し、転覆したことにより発生したものと考えら

れる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・出港前には、救命胴衣を点検し、非常時には速やかに使用できる

ようにしておくこと。 

 ・うねりなどの波が高くなることが予想されるときは、出港を控え

ること。 
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  付図１ 事故発生場所概略図１ 

 

 
付図２ 事故発生場所概略図２ 

 

 


